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上
京
納
税
協
会
の
窓
口
に
あ
る
「
入
会
申
込
書
」
に
記
入
し
て
い
た

だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
入
会
い
た
だ
け
ま
す
。

　

会
費
は
、
法
人
・
個
人
別
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
窓
口
又
は
お
電
話
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ご
入
会
の
お
申
込
み
は
こ
ち
ら

携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

ま
た
は
、
左
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
へ
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

ご入会の手続き

　

11
月
は
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税

の
第
2
期
分
の
納
付
月
で
す
。
納
付
額
は
6
月
中
旬
に

税
務
署
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
第
１
期
分
の
通
知
書
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
金
額
を
11
月
１
日
か
ら

12
月
2
日
の
間
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

個
人
事
業
税
の
第
２
期
分
は
、
納
税
通
知
書
（
第

１
期
分
の
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
。）に
記

載
さ
れ
て
い
る
期
日
ま
で
に
、
金
融
機
関
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　

納
税
に
関
し
て
は
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
ま
す
と
、

安
全
、
便
利
、
確
実
で
す
。
こ
の
場
合
、
税
金
の
納

付
書
は
あ
な
た
の
指
定
し
た
金
融
機
関
に
送
付
さ
れ
、

期
日
に
な
る
と
、
自
動
的
に
預
金
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
の
申
告
納
税
見
積
額
が
、
６
月
に
通
知
さ
れ

て
き
た
予
定
納
税
基
準
額
に
比
べ
て
相
当
少
な
く
な

る
と
見
込
ま
れ
る
人
で
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
人

は
、
11
月
15
日
ま
で
に
「
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請

書
」
を
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
予
定
納

税
第
２
期
分
の
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

予
定
納
税
額
を
納
め
な
い
と
、
延
滞
税
が
課
さ
れ
ま

す
。
延
滞
税
の
額
は
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
そ
の
税

額
を
完
納
す
る
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
て
、
未
納
の

税
額
に
対
し
て
一
定
の
率
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額

で
す
。
た
だ
し
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
２
か
月
間
に

限
っ
て
は
、
こ
の
割
合
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
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早 め に 申 告 　 早 め に 納 税
　

軽
減
税
率
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
消
費
税

の
仕
入
税
額
控
除
制
度
は
、
令
和
元
年
10
月

１
日
か
ら
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
が

導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
の
概
要

　

令
和
元
年
９
月
30
日
ま
で
は
、
仕
入
税
額

控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
法
定
事

項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
及
び
請
求
書
等
の
保

存
が
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
請
求
書
等

保
存
方
式
）
。

　

し
か
し
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
令
和

５
年
９
月
30
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
仕
入
税

額
控
除
の
要
件
に
つ
い
て
、
制
度
実
施
前
の

請
求
書
等
保
存
方
式
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
の

仕
入
れ
が
軽
減
税
率
の
対
象
と
な
る
資
産
の

譲
渡
等
に
係
る
も
の
か
、
そ
れ
以
外
の
も
の

か
の
区
分
を
明
確
に
す
る
た
め
の
記
載
事
項

が
追
加
さ
れ
た
帳
簿
及
び
請
求
書
等
の
保
存

が
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

帳
簿
の
記
載
事
項

　

制
度
実
施
前
に
お
け
る
記
載
事
項
に
加
え
、

課
税
仕
入
れ
が
他
の
者
か
ら
受
け
た
軽
減
対

象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
旨
の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す

（
下
図
参
照
）
。

区
分
記
載
請
求
書
等
の
記
載
事
項

　

区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
で
は
、
制

度
実
施
前
に
お
け
る
記
載
事
項
に
加
え
、
次

の
事
項
の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
　
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
旨

②
　
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
課
税

資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
（
税
込
み
）

　

こ
の
２
つ
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
記
載
が
な
い
場
合
、
請
求
書
等
の
交
付
を

受
け
た
事
業
者
自
ら
が
、
取
引
事
実
に
基
づ

き
、
受
領
し
た
請
求
書
等
に
追
記
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
品
目
等
そ
の
他
の

記
載
事
項
に
つ
い
て
ま
で
追
記
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
）
。

区
分
記
載
請
求
書
等
の
範
囲

　

区
分
記
載
請
求
書
等
に
は
、
法
定
の
記
載

事
項
が
記
載
さ
れ
た
次
の
書
類
も
含
み
ま
す
。

・
　
領
収
書
や
納
品
書
、
小
売
業
者
が
発
行

す
る
レ
シ
ー
ト
な
ど
、
取
引
の
事
実
を
証

す
る
書
類

・
　
事
業
者
が
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
作
成

す
る
仕
入
明
細
書
、
仕
入
計
算
書
等
の
書

類
で
、
区
分
記
載
請
求
書
等
の
記
載
事
項

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
（
相
手
方
の
承

認
を
受
け
た
も
の
に
限
り
ま
す
。
）

・
　
せ
り
売
り
等
の
媒
介
又
は
取
次
ぎ
に
係

る
業
務
を
行
う
者
が
作
成
す
る
一
定
の
書

類

　

な
お
、
帳
簿
及
び
請
求
書
等
の
保
存
が
仕

入
税
額
控
除
の
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

取
引
額
が
３
万
円
未
満
の
場
合
や
、
区
分
記

載
請
求
書
の
交
付
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
き
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

制
度
実
施
前
と
同
様
、
必
要
な
事
項
を
記
載

し
た
帳
簿
の
保
存
の
み
で
仕
入
税
額
控
除
の

要
件
を
満
た
し
ま
す
。

【区分記載請求書等に記載すべき事項】

①　区分記載請求書等発行者の相手方の氏名又は

　名称

②　課税資産の譲渡等を行った年月日

③　課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

　（軽減対象資産の譲渡等である旨）

④　税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等

　の対価の額（税込み）

⑤　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

①　課税仕入れの相手方の氏名又は名称

②　課税仕入れを行った年月日

③　課税仕入れに係る資産又は役務の内容

　（軽減対象資産の譲渡等に係るものである

　旨）

④　課税仕入れに係る支払対価の額

11/1

11/1

11/2

   …

魚（８％）

牛肉（８％）

キッチンペーパー

　　　　…

10％対象

８％対象

88,000円

43,200円

合計 131,200円

5,400円

10,800円

2,200円

…　　

日付

30

30

11

11

日
摘要 税区分 借方　

　　（円）月
××年

△△商事㈱　 11月分　日用品

△△商事㈱　 11月分　食料品

10％

８％

88,000

43,200

11月分　131,200円（税込）
㈱〇〇御中

品名 金額

××年11月30日
△△商事㈱請求書

【帳簿に記載すべき事項】 総勘定元帳（仕入） （税込経理）

①

② ① ③ ④

③

⑤

②

④

区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式

　
　
　
　
　
が
導
入
さ
れ
ま
し
た

区分記載請求書等の記載事項

帳簿の記載事項
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令
和
元
年
10
月
１
日
の
消
費
税
率
引
上
げ

に
伴
い
、
需
要
平
準
化
対
策
と
し
て
、
中
小

・
小
規
模
事
業
者
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

手
段
を
使
っ
た
ポ
イ
ン
ト
還
元
を
支
援
す
る

事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
事
業
で
は
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら

令
和
２
年
６
月
30
日
ま
で
の
９
か
月
間
、
対

象
店
舗
に
お
い
て
、
登
録
さ
れ
た
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
決
済
で
支
払
う
と
、
最
大
で
５
％
の

ポ
イ
ン
ト
還
元
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
店
舗
と
還
元
率

　

事
業
の
対
象
と
な
る
店
舗
と
還
元
率
は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
す
。

・
　
中
小
・
小
規
模
の
店
舗

　
…
５
％
還
元

・
　
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
店
舗

　
…
２
％
還
元

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
商
品
を
販
売
す
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
）
上
の
中
小

店
舗
も
対
象
で
す
。

　

な
お
、
対
象
店
舗
は
、
店
頭
の
ポ
ス
タ
ー

に
加
え
、
地
図
ア
プ
リ
や
ウ
ェ
ブ
か
ら
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
と
な
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
手
段

　

本
事
業
で
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
デ

ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
電
子
マ
ネ
ー
（
プ
リ
ペ
イ

ド
）
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
な
ど
、
一
般
的
な
購
買

に
繰
り
返
し
利
用
で
き
る
電
子
的
な
決
済
手

段
が
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
（
下
図
参
照
）
。

　

た
だ
し
、
還
元
対
象
と
な
る
決
済
手
段
は

店
舗
ご
と
に
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

還
元
方
法
の
種
類

　

ポ
イ
ン
ト
の
還
元
方
法
や
上
限
な
ど
は
決

算
手
段
ご
と
に
異
な
り
ま
す
が
、
主
に
次
の

よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
ま
す
。

◆
　
ポ
イ
ン
ト
付
与

　

決
済
額
に
応
じ
た
ポ
イ
ン
ト
又
は
前
払
式

支
払
手
段
（
チ
ャ
ー
ジ
額
）
を
消
費
者
に
付

与
す
る
方
法
。

◆
　
即
時
充
当

　

購
買
時
に
、
即
時
、
購
買
金
額
に
ポ
イ
ン

ト
相
当
額
を
充
当
す
る
方
法
。

◆
　
引
落
相
殺

　

利
用
金
額
に
応
じ
た
金
額
を
口
座
か
ら
引

き
落
と
す
際
に
、
ポ
イ
ン
ト
相
当
額
を
引
き

落
と
し
金
額
と
相
殺
す
る
方
法
。

◆
　
口
座
充
当

　

少
な
く
と
も
１
か
月
以
内
の
期
間
ご
と
に

口
座
に
ポ
イ
ン
ト
相
当
額
を
付
与
（
そ
の
後

の
決
済
に
充
当
）
す
る
方
法
。

明 る い 社 会 に い き る 税

キャッシュレス
決済事業者 対象の中小店舗

最大５％還元

 クレジットカード／デビットカード
クレジットカード
・　後払い（後から支払請求が来る）
・　与信あり
デビットカード
・　即時払い（支払い時に代金が口座から即時引落し）
・　与信なし

 電子マネー（プリペイド）
・　前払い（事前にチャージ）
・　与信なし
・　スマートフォン不要

 ＱＲコード
・　スマートフォンに、クレジットカード、電子マネー、
　銀行口座等を登録
・　バーコードやＱＲコードを使って支払い

主な決済手段

消費者

キャッシュレス・ポイント還元事業のイメージ

ポイント還元 キャッシュレス支払い

※決済事業者と店舗が契約
※国は、キャッシュレス端末代、
　決済手数料を補助

※詳しくは、キャッシュレス・消費者還元事業のホームページ
　（https://cashless.go.jp）をご覧ください。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・

　
　
　
　
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
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納
税
協
会
で
は
、
正
規
の
簿
記
の
原
則

に
対
応
し
た
『
使
い
や
す
く
経
営
に
役
立

つ
複
式
帳
簿
』
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

こ
の
帳
簿
は
、
貸
借
対
照
表
や
損
益
計

算
書
な
ど
、
青
色
申
告
特
別
控
除
を
受
け

る
に
当
た
っ
て
必
要
な
帳
簿
、
書
類
等
を

一
冊
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

現
在
、
青
色
申
告
特
別
控
除
額
は
65
万

円
と
な
っ
て
お
り
、
正
規
の
簿
記
に
よ
る

記
帳
は
事
業
を
営
む
方
に
と
っ
て
大
変
メ

リ
ッ
ト
の
大
き
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
正
規
の
簿
記
に
よ
っ
て
記
帳
し
、

申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
よ
り
正
確

な
経
営
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
り
、

必
ず
事
業
繁
栄
の
お
役
に
立
ち
ま
す
。

納
税
協
会
で
は
、
こ
の
『
使
い
や
す
く

経
営
に
役
立
つ
複
式
帳
簿
』
を
利
用
し
た

「
簿
記
教
室
」
も
併
せ
て
開
催
し
て
い
ま

す
。

　
複
式
帳
簿
及
び
簿
記
教
室
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、
納
税
協
会
ま
で
！

経
営
に
役
立
つ
納
税
協
会
の

経
営
に
役
立
つ
納
税
協
会
の

複
式
帳
簿
・
簿
記
教
室

複
式
帳
簿
・
簿
記
教
室

決 算 の 整 理 は 確 実 に 順 序 よ く

（※２）棚卸資産の評価方法には原価法（６
種類）と低価法があり、低価法は青色申告者
のみ選択できます。
　評価方法については、例えば、商品につい
ては最終仕入原価法、主要原材料は総平均法
というように棚卸資産の区分ごとに方法を選
定し、税務署へ届けておけば、その方法で評
価することができます。
　最も簡単な評価方法は最終仕入原価法で、
次の算式によります。

（※１）棚卸しをしなければならない資産
①　商品など…商品、製品、半製品、仕掛品、
原材料、副産物、仕損じ品、作業くずなど
②　消耗品など…まだ使用していない包装材料、
ガソリン、事務用品などの消耗品や使用可
能期間が１年未満か取得価額が10万円未満
の工具、器具、備品などの減価償却資産

※　通常の年に比べて特に増えていない消耗品
などについては、棚卸しを省略しても差し支
えありません。

Ⅰ　棚卸表の作成
□　商品や消耗品の種類、品質、型などの異なるご
とにその数量を実地に棚卸し（※１）

□　棚卸資産をあらかじめ税務署に届け出ている方
法で評価して棚卸高を計算（届け出ていない場合は、
最終仕入原価法で評価）（※２）

Ⅱ　帳簿の照合・点検
□　領収書との照合　　□　売掛帳との照合
□　買掛帳との照合　　□　科目ごとの累計の計算
□　記入漏れ・ミス等の点検

Ⅳ　決算書の作成
□　決算チェック表などを作り、項目ごとに検算
□　比率分析により、売上金額や経費などを各種別に
検算

Ⅲ　決算整理・青色申告の特典計算
□　減価償却費の計算　　　　　□　期間損益の点検
□　必要経費の整理　　　　　　□　仕入金額の整理
□　青色申告の特典計算（※３）　 □　売上金額の整理
□　消費税等の経理処理　　　　□　収入金額の整理

（※３）青色申告の特典

●青色申告特別控除
　　複式簿記の記帳者で期限内申告などの条
件を満たせば最高65万円を控除可能です。
条件を満たしていない青色申告者は最高
10万円の特別控除が受けられます。

●青色事業専従者給与の必要経費算入
●貸倒引当金の繰入れ
　　年末の売掛金など
　　一括評価貸金の残高　

× 5.5％

●退職給与引当金の繰入れ
●純損失の繰越し控除・繰戻し還付
●小規模事業者の所得計算の特例

（　　　　　  ）

決算の順序とチェックポイント

年末に一番近いところ
で仕入れた仕入単価　 

× 　　　　　 　＝ 年末棚卸高年末棚卸資産
の数量
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皆 さ ま と 共 に 歩 む 納 税 協 会
（上京税務署提供） 

令和元年度「税を考える週間」に関連する主な行事

源 泉 所 得 税 の 年 末 調 整 説 明 会 のご案内消 費 税 軽 減 税 率 制 度 説 明 会

 日時・場所 備　　考

上京区民 
ふれあいまつり 

10月20日(日)11:00～
京都市立西陣中央小学校

租税教育用人形劇「しあわ
せのつり橋」を上演し、税
の意義をＰＲ

上京納税貯蓄組合連合会、上
京納税協会、京都市上京・北
区租税教育推進協議会と共催

ハロータックス 
クイズ2019 

11月上旬～11月中旬
小学校６年生を対象に、税
に関するクイズを実施し、
正解数に応じて景品をプレ
ゼント

京都府租税教育推進連絡協議
会及び京都府下の各租税教育
推進協議会主催
近畿税理士会京都府支部連合
会、京都府下各納税協会、京都
府納税貯蓄組合総連合会後援

納税表彰式 
11月14日(木)午後
京都ブライトンホテル 

納税道義の高揚等に
貢献された方の表彰

上京納税協会・上京納税貯蓄
組合連合会と共催

中学生の 
作文表彰式 

12月５日（木）
上京税務署　大会議室

優秀作品の表彰及び
記念品授与

上京納税貯蓄組合連合会、上
京納税協会、京都市上京・北
区租税教育推進協議会と共催

　令和元年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法等についての説明会を次のとおり開催いたします
ので、ご案内申し上げます。
　なお、説明会では、年末調整における留意事項をはじめ、令和元年度税制改正事項等についてもご説
明いたします。
　また、説明会当日には、消費税の軽減税率制度の概要やインボイス制度についての説明会も併せて開
催いたします。

11月22日(金)

源泉所得税の
年末調整説明会 13：30 ～ 15：30 全徴収義務者の方

消費税軽減税率
制度説明会

15：40 ～ 16：30 全事業者の方

京都市北文化会館（ホール）  
京都市北区小山北上総町49番地の2（キタオオジタウン内） 

※　専用駐車場がございませんので、会場へは公共交通機関等をご利用ください。

日 時 

会  場

行 事 名 概 要 等

確定申告の会場が合同化されます！
　令和元年分の確定申告は、「西陣織会館」において、京都市内５署（上京署、左京署、中京署、下京
署及び右京署）の合同での開催となります。
　＊会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
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一人一人の納税が明るい未来を作ります

簡単・便利な「ダイレクト納付」をご利用ください！

消費税及び地方消費税の納税は期限内に

　ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書
データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替によ
り、即時又は指定した期日に納付することができる便利な電子納税の納付手段です。

※　徴収高計算書データの送信に電子証明書やＩＣカードリーダライタは不要です。
　　また、ダイレクト納付にも、電子証明書等は不要なので、源泉所得税を納めている方に、
　特におすすめです。詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。

（上京税務署提供） 
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確 か な 納 税 　 確 か な 未 来

23:30

LINE Pay 
LINE LINE Pay 

LINE Pay 

LINE Pay

LINE Pay

23:30

LINE Pay

30

URL
https://ssl.f-regi.com/payeasy/bank_list.cgi

LINE Pay

LINE Pay

LINE Pay 



8

特別徴収の方法による納税のしくみ

③特別徴収税額
　の通知

①給与支払報告書提出
　（1月31日まで）

②税額の計算

④給与支払の際
　税額を徴収

従業員（給与所得者）
納税義務者

事業主（給与支払者）
特別徴収義務者

従業員の居住する
市町村

6月から翌年の5月
まで毎月の給与支給日〔　　　　　　　 〕

⑤税額の納入
　（翌月10日まで）

③特別徴収税額の通知
　（5月31日まで）

深 め よ う ！ 税 の 知 識 と 関 心 を

　これまで納付書により年４回納めていた従業員の方については、
・金融機関等へ納税のために出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなる。
・年12回に分けて納付されるので、１回当たりの負担額が少なくて済む。
など、便利な制度です。

問合せ先 京都府　税　務　課　課税・電算担当 ０７５－４１４－４４３３
 京都市　市税事務所　法人税務担当  ０７５－２１３－５２４６

■特別徴収のメリット

　所得税の源泉徴収と異なり、給与から差し引く額は従業員の方がお住まいの市町村から通知されます。
したがって所得税のような税額計算や年末調整は不要です。

■特別徴収の事務

　従業員の方の個人住民税（市町村民税・府民税）を事業主の方が毎月の給与のお支払の際に、所得税と
同様に給与から差し引いて徴収（特別徴収）し、市町村へ納入していただく制度です。

　京都府と京都府内の全ての市町村は、平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者
に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。
　また、大阪府、兵庫県、和歌山県及び各府県内市町村においても、平成30年度から同様の取組を実
施しており、先行して取組を実施していた滋賀県、奈良県を含め近畿全ての府県と市町村が、個人住
民税の特別徴収の徹底に向けた取組を進めています。

　地方税法第321条の４及び各市町村の税条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として全
て特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

■個人住民税の特別徴収とは

事業主のみなさまへ

個人住民税の特別徴収の実施をお願いします

京都府・京都市からのお知らせ
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〒600-8372
京都市下京区五条通大宮南門前町480
TEL.075-371-2111　FAX.075-341-4380
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

京都支店

明 る い 納 税 　 明 る い 社 会
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京都支社/

TEL 075-231-5341

考 え て み よ う 　 身 近 な 税 を


